
幸町地区総合整備検討有識者会議 第１回会議 

幸町地区総合整備検討有識者会議 設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 本要綱は，青山クラブ，桜松館，呉市入船山記念館及び呉市立美術館が

立地する幸町地区の総合整備について，外部有識者の専門的な見地に基づいて

検討を行うに当たり，幸町地区総合整備検討有識者会議（以下「会議」という。）

の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 （協議事項） 

第２条 会議は，幸町地区の総合整備に関して，主に次の事項について協議する。 

（１）幸町地区全体のコンセプトに関すること。 

（２）幸町地区の各施設の在り方に関すること。 

（３）その他，幸町地区の総合整備に関して必要な事項に関すること。 

 （委員等） 

第３条 会議の委員は，別表（第３条関係）に掲げる者とする。 

２ 会議に座長及び副座長を置く。 

３ 座長は，委員が互選により定める。 

４ 座長は，会議を総理し，会議を代表する。 

５ 副座長は，座長が指名により定める。 

６ 副座長は，座長を補佐し，座長に事故があるときは，その職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 会議は，座長が必要に応じて招集する。 

２ 座長が必要と認めたときは，会議に委員以外の者を出席させ，説明又は意見

を求めることができる。 

３ 会議は，原則公開とする。ただし，座長が非公開とすべきと認める場合は，

非公開により開催する。 

 （委員の責務等） 

第５条 会議の委員名簿，議事概要等（呉市情報公開条例（平成１１年呉市条例

第１号）第９条各号に定める非公開情報を除く。）は，呉市ホームページ等によ

り公表する。 

２ 委員は，会議で知り得た非公開情報については，情報を他に漏らしてはなら

ない。委員を退いた後も同様とする。 

 （庶務） 

第６条 会議の庶務は，呉市企画部企画課において処理する。 
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 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，会議に関し必要な事項は，座長が別に定

める。 

 

   付 則 

１ この要綱は，令和５年５月３１日から実施する。 

２ この要綱の実施後，最初に行われる会議については，第４条の規定に関わ 

らず，呉市長（企画部企画課）が招集する。 

３ この要綱は，幸町地区総合整備が完了した時点をもって，その効力を失う。 

 

別表（第３条関係） 

氏 名 所 属 

岡 雄大 株式会社 Staple 代表取締役 

小野 香澄 特定非営利法人ＳＹＬ 

加茂 義永 海上自衛隊呉地方総監部 管理部長 

河﨑 圭一郎 入船山夏祭り実行委員会 

下倉 玲子 呉工業高等専門学校建築学科 准教授 

田中 貴宏 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 

戸髙 一成 呉市海事歴史科学館・呉市入船山記念館 館長 

福永 治 京都国立近代美術館 館長 

松野 一成 呉工業高等専門学校建築学科 教授 

水田 丞 広島大学大学院先進理工系科学研究科 准教授 

横山 勝彦 呉市立美術館 館長 

五十音順，敬称略 


